
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
開
始
に
伴

い
、
企
業
・
個
人
事
業
主
が

適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
を
交

付
す
る
に
は
、
納
税
地
を
所
轄
す
る

税
務
署
長
に
対
し
て
「
適
格
請
求
書

発
行
の
登
録
申
請
書
」
を
提
出
し
、

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
の
税
務
署

に
お
け
る
審
査
を
経
て
、
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た

場
合
に
は
、
登
録
番
号
や
公
表
情
報

等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
「
登
録
通
知

書
」
を
受
領
し
ま
す
。

発
行
事
業
者
の
登
録
は
、
紙
に
よ

る
郵
送
ま
た
は
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
っ

て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
郵

送
の
場
合
は
、
国
税
庁
専
用
「
申
請

書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
の
サ
イ
ト
か
ら

申
請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要

事
項
を
記
載
し
た
う
え
で
管
轄
地
域

の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
」

に
送
付
し
ま
す
。

P
Ｃ
や
ス
マ
ホ
で
も
申
請
可

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
国
税
庁
の

専
用
サ
イ
ト
か
ら
行
い
ま
す
。
登
録

申
請
手
続
等
は
、「
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
ソ

フ
ト
」（
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
す
る
Ｗ

Ｅ
Ｂ
版
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
利
用
す
る
Ｓ
Ｐ
版
で
も

可
）
に
よ
り
行
え
ま
す
。

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
版
に
お
い

て
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
申
請
デ
ー
タ
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
問
答
形

式
」
を
採
用
し
て
お
り
、
申
請
画
面

に
表
示
さ
れ
た
質
問
に
回
答
し
て
い

く
こ
と
で
、
入
力
漏
れ
等
が
な
く
申

請
が
で
き
ま
す
。
ま
た
事
業
者
自
身

で
の
申
請
が
大
変
だ
と
考
え
ら
れ
る

場
合
は
、
顧
問
税
理
士
に
お
願
い
す

る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
後
、
税

務
署
に
よ
る
審
査
・
登
録
を
経
て
登

録
の
通
知
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
国
税
庁
の
公
表
に
よ
る
と
、
書

面
の
郵
送
な
ら
１
ヵ
月
程
度
、
ｅ
－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
電
子
な
ら
2
週
間
程

度
が
申
請
か
ら
登
録
通
知
ま
で
の
所

要
期
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
録
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
２

０
２
３
年
10
月
1
日
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
導
入
開
始
当
初
か
ら
イ
ン
ボ
イ

ス
を
発
行
し
た
い
場
合
は
、
23
年
３

月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場

合
で
も
登
録
の
効
力
は
、
23
年
10
月

１
日
に
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
ト
ー
ク
で
回
答
し
よ
う

発
行
事
業
者
の
登
録
は
、
納
税
地

を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
対
し
て
、

紙
で
も
電
子
で
も
可
能
で
す
。
紙
の

場
合
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
適
格
請
求
書
発
行
の
登
録
申
請

書
」
に
記
入
し
て
郵
送
し
、
電
子
で

は
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
登
録
申

請
を
し
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
業
者
は
、

買
い
手
で
あ
る
取
引
相
手
か

ら
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
一

定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
や

納
品
書
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
様
式
は
、

法
令
等
で
は
定
め
ら
れ
て
は
い
ま
せ

ん
か
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
必
要

事
項
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
、
納
品

書
、
領
収
書
、
レ
シ
ー
ト
等
の
書
類

で
あ
れ
ば
、
そ
の
名
称
の
如
何
を
問

わ
ず
、
手
書
き
で
あ
っ
て
も
適
格
請

求
書
に
該
当
し
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス

へ
の
記
載
が
必
要
な
項
目
は
、
図
表

の
①
〜
⑥
で
す
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
新

し
い
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
図
表

の
と
お
り
、
現
行
の
区
分
記
載
請
求

書
に
い
く
つ
か
の
記
載
事
項
が
追
加

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
？

ま
た
、
小
売
業
、
飲
食
店
業
、
写

真
業
、
旅
行
業
、
タ
ク
シ
ー
業
、 

駐

車
場
業
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に

対
す
る
も
の
に
限
る
）、
そ
の
他
こ

れ
ら
の
事
業
に
準
ず
る
事
業
で
不
特

定
か
つ
多
数
の
者
に
資
産
の
譲
渡
等

を
行
う
事
業
に
係
る
取
引
を
行
う
事

業
者
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
代
え
て
、

一
定
の
記
載
事
項
が
省
略
さ
れ
た
適

格
簡
易
請
求
書
（
い
わ
ゆ
る
簡
易
イ

ン
ボ
イ
ス
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
図
表
）。

簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
、
イ
ン
ボ

イ
ス
と
比
べ
て
、
書
類
の
交
付
を
受

け
る
事
業
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
の

記
載
が
不
要
で
、「
税
率
ご
と
に
区

分
し
た
消
費
税
額
等
」
ま
た
は
「
適

用
税
率
」
の
い
ず
れ
か
一
方
の
記
載

で
足
り
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
ト
ー
ク
で
回
答
し
よ
う

イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
す
る
の
は
、

１
．
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
氏

名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
登
録
番
号
、

２
．
取
引
年
月
日
、
３
．
取
引
内
容

（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨

も
記
載
）、
４
．
税
率
ご
と
に
区
分

し
て
合
計
し
た
対
価
の
額
お
よ
び
適

用
税
率
、
５
．
消
費
税
額
等
、
６
．

書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏

名
ま
た
は
名
称
で
、
こ
の
1
か
ら
6

を
満
た
せ
ば
様
式
も
書
類
の
名
称
も

問
わ
れ
ま
せ
ん
。

ここでは、インボイス制度導入にあたり、取引先から寄せら
れる相談を「売り手側」「買い手側」に分け、担当者に求め
られる対応を解説します。

こうアドバイスしよう!

からの買い手側＆売り手側買い手側＆売り手側
こんなギモンには

ファイナンシャルスタイリスト
行政書士事務所長
黒木 正人

請求書 △△商事㈱

㈱○○御中 登録番号　T 012345…

11月分　131,200円 ╳╳年 11月 30日

日付 品名 金額

11/1 魚　　＊ 5,000円

11/1 豚肉　＊ 10,000円

11/2 タオルセット 2,000円

…

合計 120,000円 消費税 11,200円

8％対象 40,000円 消費税 3,200円

10％対象 80,000円 消費税 8,000円

＊　軽減税率対象

　スーパー○○
╳╳年 11月 30日 東京都…

登録番号　T 123456…
領収書

ヨーグルト　＊ 1 ￥108
カップラーメン　＊ 1 ￥216
ビール 1 ￥550

合　計 ￥874
8％対象 ￥324

（内　消費税額 ￥24）
10%対象 ￥550

（内　消費税額 ￥50）
お預かり ￥1,000

＊　軽減税率対象 お釣 ￥126

適格請求書（インボイス）
①　 適格請求書発行事業者の氏名または名

称および登録番号
②　取引年月日
③　 取引内容（軽減税率の対象品目である

旨）
④　 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜きまたは税込み）および適用税
率

⑤　税率ごとに区分した消費税額等
⑥　 書類の交付を受ける事業者の氏名また

は名称

適格簡易請求書（簡易インボイス）
⑦　 適格請求書発行事業者の氏名または名

称および登録番号
⑧　取引年月日
⑨　 取引内容（軽減税率の対象品目である

旨）
⑩　 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜きまたは税込み）
⑪　 税率ごとに区分した消費税額等または

適用税率

適用税率または消費税額等
のどちらかを記載
※両方記載することも可能

●⑥
●①

●②

●④

●③

●③

●⑤

●⑩

●⑦

●⑧

●⑨

●③

●⑪

●適格請求書・適格簡易請求書の事項

売り手側
からの質問

発行事業者の登録って
どうすればよいの？

インボイスって
何を記載してどんな形式
で作ればいいの？

Q2Q2

売り手側
からの質問

Q1Q1

出
所
：
国
税
庁
「
適
格
請
求
書
保
存
方
式
の
概
要
」

1415 　２０２２年1２月号 　２０２２年1２月号

特 基礎から
身につく
基礎から
身につく集

イロ文字は現行の区分記載請求書の記載事項に追加される項目


